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埼玉県議会令和５年６月定例会付議予定議案件名表 
 

【議案】 
 

条例 
案件名 概要 

１ 

埼玉県税条例の一部を改正する条例 

 

【総務部】 

 

１ 趣  旨  

  地方税法の一部改正に伴い、自動車税の環境性能割の税率適用区分を改める等するとともに、併せて農業を営む

者等の免税軽油の引取り等に係る報告の期限の特例を定めるための改正 

 

２ 内  容 

（1） 自動車税 

    地方税法の一部改正に伴う環境性能割の税率の基となる燃費基準の達成度合いの段階的な見直し 

 

（2） 軽油引取税 

    新たに免税軽油使用者証の交付を受けた農業者等が行う免税軽油の引取り等に係る県への報告について、購

入予定数量が年３キロリットル以下の場合、免税１年目から１年に１度の報告とする特例を定めるための改正 

  

（3） 規定の整備 

 

３ 施行期日  

  令和６年１月１日等 

 

２ 

埼玉県手数料条例の一部を改正する条例 

 

【福祉部】 

 

１ 趣  旨  

  こども家庭庁設置法及びこども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令

の整備等に関する政令の施行に伴い、規定の整備をするための改正 

 

２ 内  容   

  福祉部の項第２号中で規定する命令の所管府省の変更に伴う規定の整備 

  「厚生労働省令」 → 「内閣府令」 
 
３ 施行期日  

  公布の日 

 

資料１ 
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案件名 概要 

３ 

埼玉県立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬

剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改

正する条例 

 

【教育局】 

 

１ 趣  旨  

  公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、県立学校

の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に対する休業補償等の額の算定の基礎となる補償基礎額及び介護補償の額を

改定等するための改正 

 

２ 内  容 

（1） 補償基礎額の改定 

 （例）経験年数５年未満の学校医及び学校歯科医の補償基礎額 

現 行 改定後 

６，２４５円 ６，３４０円 

 

（2） 介護補償の額の改定 

 （例）常時介護を要する場合で、介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるときの補償の上限額（月額） 

現 行 改定後 

１７１，６５０円 １７２，５５０円 

 

（3） 規定の整備 

 

３ 施行期日  

  公布の日等 

 

４ 

埼玉県公安委員会等が行う事務に関する手数

料条例の一部を改正する条例 

 

【警察本部】 

 

１ 趣  旨  

  道路交通法等の一部改正に伴い、特定小型原動機付自転車運転者講習手数料の額を定めるための改正   

 

２ 内  容 

  道路交通法等の改正に伴う手数料の新設 

  特定小型原動機付自転車運転者講習手数料 講習１時間につき２，０００円 

 

３ 施行期日  

  令和５年７月1日 
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案件名 概要 

５ 

埼玉県高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に係る信号機等に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例 

 

【警察本部】 

 

１ 趣  旨  

  道路交通法等の一部改正を踏まえ、移動等円滑化のために必要な信号機に関する基準を改定するための改正 

 

２ 内  容 

  重点整備地区に設置される歩車分離式信号のある交差点で歩行者用青信号に従って通行する対象の改正   

現 行 改正後 

歩行者及び遠隔操作型小型車(遠隔操作により

道路を通行しているものに限る。)又は自転車 

歩行者及び遠隔操作型小型車(遠隔操作により

道路を通行しているものに限る。)又は特定小

型原動機付自転車（道路交通法（昭和三十五年

法律第百五号）第十七条第三項に規定する特定

小型原動機付自転車をいう。）及び自転車 

 

３ 施行期日  

  令和５年７月1日 
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工事請負契約の締結 

 

 

  

案件名 概要 

１ 

工事請負契約の変更契約の締結について（社会

資本整備総合交付金（河川）工事（庄兵衛堀川・

導排水路工）） 

 

【県土整備部】 

 

 社会資本整備総合交付金（河川）工事（庄兵衛堀川・導排水路工）の請負契約の変更契約を締結することについて、

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に基づき議決を求めるもの 

 

１ 履 行 期 限 （変更前）令和５年６月３０日 （変更後）令和６年３月２９日 
 
２ 金     額 ８４０，９８０，８００円 

 

３ 相 手 方 株式会社ユーディケー（埼玉県さいたま市） 

          伊田テクノス株式会社（埼玉県東松山市） 
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【報告】 
 

予算繰越報告 

案件名 概要 

１  

埼玉県一般会計継続費逓次繰越報告  

 

 

 R4年度繰越額     ４，１２６，２１２，１００円   （８件） 

２    

埼玉県一般会計繰越明許費繰越報告  

 

 

 R4年度繰越額    ７８，５４９，８０５，２０４円 （１２７件） 

３    

埼玉県一般会計事故繰越し繰越報告 

 

 

 R4年度繰越額    １６，２２４，５１１，４６８円  （４１件） 

４    

地方独立行政法人埼玉県立病院機構貸付金事業等特別会計繰越明許費繰越報告 

 

 

 R4年度繰越額       ４６８，０００，０００円   （２件） 

５   

埼玉県県営住宅事業特別会計継続費逓次繰越報告  

 

 

 R4年度繰越額     １，３５６，１８４，４７１円   （４件） 
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案件名 概要 

６    

埼玉県公営企業会計継続費逓次繰越報告 

(1)埼玉県工業用水道事業会計継続費繰越計算書 

 

 

 

 R4年度繰越額       １１３，８４８，５５９円    （２件） 

 

(2)埼玉県水道用水供給事業会計継続費繰越計算書 

 

 

 R4年度繰越額     １，１１３，３３９，１６３円   （５件） 

 

(3)埼玉県地域整備事業会計継続費繰越計算書 

 

 R4年度繰越額     ９，３６５，７５７，９３３円   （５件） 

７    

埼玉県公営企業会計予算繰越報告 

(1)埼玉県工業用水道事業会計予算繰越計算書 

 

 

  

 R4年度繰越額        ３９，３９０，０００円   （１件） 

 

(2)埼玉県水道用水供給事業会計予算繰越計算書 

 

 R4年度繰越額     １，０２２，５００，４００円   （８件） 
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案件名 概要 

 

(3)埼玉県地域整備事業会計継続費繰越計算書 

 

 R4年度繰越額       ４２８，０６５，２０３円   （２件）    

 

(4)埼玉県流域下水道事業会計予算繰越計算書 

 

 

 

 R4年度繰越額    １３，８３６，５６４，３８４円  （１１件） 
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地方自治法第１８０条第２項の規定による知事専決処分報告 

  

案件名 概要 

１ 

損害賠償の額を定めることについて 

 

【警察本部】 

 

 警察活動に係る損害賠償の額を定めるため、地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分したことにつ

いて、同条第２項の規定に基づき議会に報告するもの 

 

１ 専決処分年月日 令和５年５月２５日 

 

２ 専決処分理由 警察活動に係る損害賠償額の決定のため 

 

３ 相 手 方 警察官の誤認に基づき信号無視違反・交差点右左折方法違反、進路変更禁止違反を告知さ 

         れ、各種講習の受講により休業損害等が生じた者（６人） 

 

４ 事 案 の 概 要  

    埼玉県内の道路において、警察官が車両通行帯及び進路変更禁止に係る交通規制が実施されているものと 

誤認し、普通乗用自動車等を運転中の相手方を信号無視違反・交差点右左折方法違反及び進路変更禁止違反と

して告知したことにより、各種講習の受講による休業損害等の損害をそれぞれ与えたもの 

 

５ 損 害 賠 償 額 ４３，１６０円 
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地方自治法第２２１条第３項の法人の経営状況報告 

法人名   概要 

１ 

埼玉県住宅供給公社   
（ Ｓ４０．１１．１０設立 ） 

   

【都市整備部】 

 

代 表 者   理事長 庄司 健吾 

資 本 金    ４０，０００ 千円 

県出資金    ４０，０００ 千円 （１００．０％） 

 

２ 

埼玉県道路公社  

（ Ｓ４６．９．１設立 ） 

   

【県土整備部】 

 

代 表 者   理事長 田中 勉 

資 本 金    １２，０５８，０００ 千円 

県出資金     １１，２１８，０００ 千円 （９３．０％） 

 

３ 

埼玉県土地開発公社  

（ Ｓ４７．１１．３０設立 ） 

 

【県土整備部】 

 

代 表 者   理事長 田中 勉 

資 本 金    １００，０００ 千円 

県出資金    １００，０００ 千円 （１００．０％） 

 

４ 

埼玉県消防協会  

（ Ｓ２３．８．２７設立 ） 

 

【危機管理防災部】 

 

代 表 者   会長 森田 耕一 

資 本 金    ３１８，５３２ 千円 

県出資金    １００，０００ 千円 （３１．４％） 

 

５ 

埼玉県公園緑地協会  

（ Ｓ４６．４．２４設立 ） 

 

【都市整備部】 

 

代 表 者   理事長 安藤 宏 

資 本 金    ９７，８００ 千円 

県出資金    ４８，９００ 千円 （５０．０％） 
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法人名 概要 

６ 

埼玉県産業振興公社  

（ Ｓ４８．４．２６設立 ） 

   

【産業労働部】 

 

代 表 者   理事長 神田 文男 

資 本 金    ５，０００ 千円 

県出資金    ５，０００ 千円 （１００．０％） 

 

７ 

埼玉県下水道公社  

（ Ｓ５４．２．１設立 ） 

    

【下水道局】 

 

代 表 者   理事長 末柄 勝朗 

資 本 金    １１０，０６０ 千円 

県出資金     ５５，０３０ 千円 （５０．０％） 

 

８ 

埼玉県埋蔵文化財調査事業団  

（ Ｓ５５．４．１設立 ） 

  

【教育局】 

 

代 表 者    理事長 加藤 健次 

資 本 金    １０，０００ 千円 

県出資金    １０，０００ 千円 （１００．０％） 

 

９ 

埼玉県生活衛生営業指導センター  

（ Ｓ５７．４．２１設立 ） 

 

【保健医療部】 

 

代 表 者    理事長 長谷川 隆春 

資 本 金    １０，０１８ 千円 

県出資金      ４，０００ 千円 （３９．９％） 

 

１０ 

埼玉県農林公社  

（ Ｓ５８．１１．１設立 ） 

 

【農林部】 

 

代 表 者    理事長 小畑 幹 

資 本 金     ９８１，４３７ 千円 

県出資金     ５１５，０００ 千円 （５２．５％）  
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法人名 概要 

１１ 

さいたま緑のトラスト協会  

（ Ｓ５９．８．１設立 ） 

 

【環境部】 

 

代 表 者    理事長 太田 猛彦 

資 本 金    １３，０００ 千円 

県出資金        ５，０００ 千円 （３８．５％） 

 

１２ 

埼玉県産業文化センター  

（ Ｓ６２．５．１設立 ）   

 

【産業労働部】 

 

代 表 者    理事長 加藤 喜久雄  

資 本 金     １５０，０００ 千円 

県出資金        ５０，０００ 千円 （３３．３％） 

 

１３ 

埼玉県国際交流協会  

（ Ｓ６２．６．１設立 ）  

 

【県民生活部】 

 

代 表 者    理事長 鷺坂 長美 

資 本 金    ３２８，１６４ 千円 

県出資金      ２００，０００ 千円 （６０．９％） 

 

１４ 

埼玉県暴力追放・薬物乱用防止センター  

（ Ｈ１．５．１設立 ） 

 

【警察本部】 

 

代 表 者    理事長 富岡 勝則 

資 本 金    １，０４０，０００ 千円 

県出資金          ７７９，５８７ 千円 （７５．０％） 

 

１５ 

いきいき埼玉  

（ Ｈ１．１０．１設立 ） 

 

【県民生活部】 

 

代 表 者    理事長 永沢 映 

資 本 金    ８２，０００ 千円 

県出資金     ５０，０００ 千円 （６１．０％） 
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法人名 概要 

１６ 

埼玉伝統工芸協会 

（ Ｈ１．１０． ９設立 ） 

（ Ｒ５． ４． １解散 ） 

【産業労働部】 

 

代 表 者   代表清算人 岡部 克美 

資 本 金     ― 千円 

県出資金     ― 千円 

 

１７ 

埼玉県河川公社  

（ Ｈ４．３．２７設立 ） 

 

【県土整備部】 

 

代 表 者    理事長 奥ノ木 信夫 

資 本 金    ３５，０００ 千円 

県出資金    １８，０００ 千円 （５１．４％） 

 

１８ 

埼玉県芸術文化振興財団  

（ Ｈ５．７．１設立 ）   

 

【県民生活部】 

 

代 表 者    理事長 加藤 容一 

資 本 金    １００，０００ 千円 

県出資金     １００，０００ 千円 （１００．０％） 

 

１９ 

株式会社さいたまアリーナ  

（ Ｈ９．３．２７設立 ） 

 

【都市整備部】 

 

代 表 者    代表取締役社長 林 直樹 

資 本 金    ４９５，０００ 千円 

県出資金    １５０，０００ 千円 （３０．３％） 

 

２０ 

株式会社さいたまリバーフロンティア 

（ Ｈ１２．２．９設立 ） 

 

【企業局】 

 

代 表 者   代表取締役社長 水野 博人 

資 本 金    １３０，０００ 千円 

県出資金       ５８，０００ 千円 （４４．６％） 

 


